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○はじめに 

 
バブル経済崩壊後、経済の低迷が長引き、また、地方分権の進展等社会の仕

組みが大きく変わる中、名張市では、人口急増に伴い進めてきた都市基盤整備
による公債費の増大などにより、急激に財政が硬直化し、極めて深刻な事態か
ら、平成 14 年 9 月に「財政非常事態宣言」を発するに至りました。 
 それ以降、厳しい財政状況から脱し、市民の福祉の増進を図り、幸せを実現
するために、－名張市行財政経営一新プログラム－ 市政一新プログラム（以
下「第１次プログラム」という。）を策定し、様々な改革を行ってきました。 
プログラムでは、業務の減量化、削減の観点と同時に、市民と行政の協働、

行政に民間の経営手法を取り入れるニュー・パブリック・マネジメント等の考
え方に基づき、行政の仕組み、規範そのものの転換を図ることを主眼に取り組
み、その結果、ゆめづくり地域予算制度の導入や市民活動支援センターの設立
などにより、新しい公による住民自治への道を開き、参画、協働の仕組みづく
りに一定の成果をみることができました。 
 また、財政健全化緊急対策との一体的な取り組みにより、経常収支比率や公
債費比率、起債制限比率といった各種財政指標が改善されました。 
しかしながら、平成15年に国において三位一体の改革の方針が決定され、以

降、地方交付税の総額抑制、国庫支出金の廃止・縮減等により、地方は財政負
担を強いられる結果となりました。 
さらに、平成18年7月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2006」（骨太の方針2006）で示された「歳出・歳入一体改革」により、
今後も財政状況はさらに厳しさを増すものと予想されます。 
また、市の組織に目を向ければ、今後、５～６年の間に、大量の職員の退職

を控えていることから、これに応じた行政運営を行う必要があります。 
このような状況においては、経費の削減を主とした小手先の取り組みでは、

将来にわたって持続可能な社会を築くことはできません。行政の仕組みを根本
的に変えていくことが不可欠となります。 
このため、平成 15 年 3 月に策定した第１次プログラムの基本的な考え方を

継承する行財政改革大綱である、－名張市行財政経営一新プログラム－ 第２
次市政一新プログラム（以下「第２次プログラム」という。）をここに策定し、
市民と行政が役割分担を明確にしたうえで、パートナーシップのもと力を合せ
てまちづくりに取り組む社会＝新しい公の実現に向けて、不退転の決意をもっ
て改革に取り組みます。 
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１．これまでの取り組み 

平成 14 年 9 月の「財政非常事態宣言」以降、財政健全化緊急対策及び第１
次プログラムに基づき、様々な改革に取り組んできました。 
その結果、第１次プログラムでは行政全般にわたって設定した 61 項目の目

標について、3 年間で 9 割近くを推進し、改革の最大のねらいとした住民主体
のまちづくりを進めるための基盤を固めることができました。 
また、人件費や管理経費を見直すとともに、投資的事業の抑制を進めること

で、平成 15 年度から平成 17 年度の 3 年間で約 41 億円の経費節減・抑制を実
現し、経常収支比率など財政指標を改善することができました。 
 

(1) 第１次プログラムによる成果 
「協働」「効率」「自立」を理念・目標に取組を行いました。 
 
①主な実施項目 

区 分 主な実施項目 
目標 

理念 

情報提供・共有の推進 
・広報機能の強化 

・行政ポータルサイトの構築 
協働 

市民との対話 
・パブリックコメント制度の充実 

・市民意向・満足度調査体制の構築 
協働 

成果重視の行政 ・行政評価制度の構築 効率 

経営観点の導入 

・組織機構改革 

・職員定数の適正化 

・病院の経営改善 

効率 

経費節減と合理化 

・公共工事コストの縮減 

・施設管理コスト見直し 

・入札契約制度見直し 

効率 

民間活力の導入 

・小学校給食業務の民間委託推進 

・体育施設管理の民間委託の推進 

・文化・社会教育施設管理運営の民間委託の推進 

協働 

効率 

電子市役所の推進 
・IT を活用した業務革新 

・ワンストップ、ノンストップサービスの実施 
効率 

市民主体のまちづくり

行政の推進 

・地域予算制度の導入 

・地区公民館の地域運営 

・市民活動支援体制の構築 

協働 

自立 

サービス水準の担保 ・市民と行政の約束制度創設 
協働 

自立 

行政の自立の推進 

・職員の意識改革 

・人材の育成 

・自治基本条例の制定 

自立 



 

 3

②進捗状況 
（平成18年3月31日現在） 

区 分 項目数 構成比 

完了又は計画どおり推進 35 57％ 

計画の一部推進 18 29％ 

進捗遅延 4 7％ 

保留 4 7％ 

合 計 61 100％ 

 
 

(2)財政効果 
（単位：百万円） 

区 分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 合計 

一新プログラム 153 247 351 751 

財政健全化緊急対策 1,120 1,098 1,322 3,540 

重複分 △15 △112 △66 △193 

削減額・抑制額合計 1,258 1,233 1,607 4,098 

 
 
 
(3)主な財政指標の推移 
 

◆経常収支比率 
経常収支比率は、財政構造の弾力性を示し、人件費や扶助費、公債費の義務

的経費などの経常経費に対し、地方税、地方交付税などの一般財源が使われ（充
当され）ている割合です。一般的には、経常収支比率が、都市にあっては、80％
を超える場合には、財政構造の弾力性が失われつつあると言われています。 

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0
（
％

）

名張市 78.4 85.1 86.7 87.9 85.0 89.0 89.5 96.1 92.2 94.4 90.7

類似団体 82.6 85.3 85.7 86.3 84.1 84.0 83.9 86.3 85.8 88.4 88.3

Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17

 

※ 類似団体とは、東京都23区と政令指定都市を除く全国の市町村を、「人口」と「産業構造」によ

り117の類型に分類した結果、同じ類型に分類された団体のことです。平成17年度では、名張市

と同区分に入る団体は、他に27団体ありました。ここでの類似団体の数値は、名張市も含めた28

団体の平均の数字です。 

H14.9 月財政非常事態宣言

改革実施  
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◆公債費比率 
市債（借金）発行規模の妥当性の判断指標で、財政構造の弾力性を測る指標

でもあり、一般に10%が安全ライン、15%が警戒ライン､20%が危険ラインとされ
ています。 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
（
％

）

名張市 13.1 13.8 14.3 14.3 15.5 16.1 17.8 19.5 19.8 17.5 16.6

類似団体 12.2 12.9 13.1 12.5 13.0 12.8 15.2 14.8 15.1 14.7 14.5

Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17

 

 
◆起債制限比率（3ヵ年平均） 

地方債の許可制限に係る指標であり、この比率が15％を超えると要注意、
20％を超えると 起債借入の制限を受けることとなります。 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0
（
％

）

名張市 10.0 10.1 10.3 10.6 10.9 11.0 11.7 12.9 14.2 14.2 13.1

類似団体 9.3 9.6 9.9 9.7 9.4 9.3 10.8 10.7 10.7 10.3 10.3

Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17

 

 

 

 

 

２．さらなる改革の必要性 

これまで、財政健全化緊急対策及び第１次プログラムに基づき改革を進め、
一定の成果をあげてきましたが、市民の福祉の増進を図り、幸せを実現するた
めには、直面する様々な課題や社会の変化に応じ、行政のしくみを常に見直し、
改革していかなければなりません。  
今後も、以下の状況を踏まえ、職員が一丸となって、改革に取り組んでいく

必要があります。  
 

H14.9 月財政非常事態宣言

改革実施  

H14.9 月財政非常事態宣言

改革実施  
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(1)市民ニーズの量的・質的拡大 
社会情勢や価値観の変化に伴い、市民ニーズは量的にも質的にも拡大しつつ

ありますが、行政のみがこれに対応していくには限界があります。 
かつては、公共サービスは行政が提供するものと考えられていましたが、近

年は、ＮＰＯなど新たな公共サービスの担い手が生まれ、さらに、今後は、い
わゆる団塊の世代が退職し、地域での活躍が期待されます。 
また、指定管理者制度や市場化テストにより、民間部門を活用できる幅が広

がりを見せています。 
こうした市民に身近な地域の団体や民間の活力を積極的、効果的に活用し、

市民のニーズにきめ細かく応えることができるしくみを構築していくことが
重要になっています。 
 
 

(2)厳しい財政状況 
これまで取り組んできた都市基盤整備により公債費等が増大する一方、人口

増加の鈍化による市税の伸び悩みに加え、合併せず単独の市政運営を行う本市
は、国の三位一体改革により地方交付税が予想を大幅に上回る規模で削減され
るなど、歳入が大きく減少し、それを補うため、各種基金の取り崩しを余儀な
くされました。 
今後も、国の新たな改革の影響による歳入の減少や、歳出の義務的経費の増

加が避けられない状況にあり、現状のまま何ら財源対策を講じない場合、基金
繰入金や退職手当債で補填しても、以下の表のように財源不足が生じることが
予想されます。 
このため、今まで以上に、施策、事務事業の見直しや徹底した経費の節減に

努め、最少の経費で最大の効果を挙げることができるよう、行財政の改革を行
う必要があります。 

 
≪歳入見通し≫ 

（単位：百万円） 

       区      分  Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

① 市税 10,529 10,586 10,317

② 地方交付税 2,724 2,711 2,907

③ 地方譲与税及び各種交付金 1,680 1,608 1,535

④ 繰入金 0 0 0

⑤ 市債 794 866 939

⑥ 財産収入 14 72 72

⑦ 繰越金 200 200 200

⑧ その他の収入 91 91 91

  歳入合計（Ａ） 16,032 16,134 16,061
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≪歳出見通し≫ 
（単位：百万円） 

       区      分  Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

① 人件費 4,232 4,411 4,463

② 物件費 2,434 2,456 2,493

③ 維持補修費 285 265 265

④ 扶助費 1,285 1,324 1,364

⑤ 補助費等 3,594 3,785 3,617

⑥ 公債費 2,600 2,634 2,525

⑦ 繰出金 1,905 2,072 2,127

⑧ 主要事業費 99 109 122

⑨ 投資的経費 438 475 483

⑩ その他の経費 60 60 60

  歳出合計（Ｂ） 16,932 17,591 17,519

 
≪収支見通し≫ 

（単位：百万円） 

       区      分  Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

歳入歳出差引（Ｃ）（Ａ-Ｂ） △ 900 △1,457 △1,458

基金繰入金（Ｄ） 231 403 265補
て
ん
額 退職手当債（Ｅ） 89 294 433

収支再差引（Ｃ+Ｄ+Ｅ） △ 580 △ 760 △ 760

※ いずれも一般財源ベース（一般会計）での試算 

 
 
(3)改革の時代の要請 

厳しい財政や地域経済状況等を背景に、国・地方公共団体の行政改革への取
組に対する国民の視線は大変厳しいものとなっています。 
政府は「小さな政府」を志向し、国・地方を通じた行政改革を強力に推進し

ており、それを受けて総務省が、平成17年3月に「地方公共団体における行政
改革の推進のための新たな指針」を示しました。 
その指針では、民間委託等の推進や定員管理・給与の適正化等を中心に、地

方公共団体に計画的な行政改革の推進をこれまで以上に求めており、これを踏
まえた行政改革大綱の策定・見直しと集中改革プランの策定を求めています。 

 
 
 
 
 
 

市民ニーズの量的・質的拡大 

厳しい財政状況 

改革の時代の要請 

さ
ら
な
る
改
革 
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３．基本的な考え方 

 
(1)改革方針 

平成 15 年 3 月に策定した第１次プログラムに基づき、今日まで、市民の幸
せを実現するため、「協働」「効率」「自立」を基本的な理念・目標に据え、自
主自立の自治体を目指し、改革に取り組んできました。 
今後も、将来を見据えた基盤づくりを行うために、この第１次プログラムの

理念･目標及び基本的な考え方と取組を継承します。 
そして、昨今の課題に対応し、今まで以上の厳しさが予想される財政状況を

乗り越えていくために、改革の流れをより進化させ、第２ステージと位置づけ
取り組みます。 
これまでの改革では、地域予算制度の創設などにより、「社会」「行政」の新

しいしくみの構築を進めてきました。これは、平成１２年４月の地方分権一括
法の施行により、中央集権型行政システムから、地域の住民が自分たちで決定
し（自己決定）、その責任も自分たちが負う（自己責任）という行政システム
へ転換することが求められるようになり、住民自治による地域力を高めていく
必要があったからです。 
今後は、これまでの取組みをさらに推し進めていきますが、そのために、「都

市内分権（地域分権・庁内分権）の推進」と「効率・効果的な自治体運営の推
進」を二つの柱として、改革に取り組むものとします。 
そして、改革を行うのは、人であることから、職員・市民・企業の意識改革

を図ります。 
 
(2)理念及び目標 
 

 
 改革、市政一新の真の目的は、「市民の幸せ」の実現の一言に尽きます。改
革のみならず、行政全般の推進にあっても同様です。 

 
 
 自治体は、「市民の幸せ」を、自主的に、自立して実現し、これを将来的に
継続していかなければなりません。 
そのため、以下に示す「協働」「効率」「自立」を基本的な理念･目標としま

す。 
 

協 働 
個人ができることはまず個人が行い、できない部分を地域や民間が補完し、

さらに地域や民間でできないことを公共が補完していくといった「補完性の原
則」により、多様な人々による役割分担が求められます。 
そして、これらの役割分担によって、多様な人々が公の領域を支える、協働

の行政を推進します。これにより、経費の節減と更に新しい行政ニーズへの対
応が可能となります｡ 
 

市民の幸せ  

自主･自立の自治体  
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効 率 
サービスの実施にあたり、最少の経費で最大の効果を挙げるために、公共

性･平等性･公平性の原則に留意しつつ、民間の経営手法、コスト感覚に学び、
徹底した業務の効率化、減量化、経費の節減に努めます。 
 
自 立 
 地方分権の進展等により、自治体は自己決定、自己責任を基本とし、経済的
にも政策的にも自立する自治体を目指します。 
  また、政策分野では、これまでの国に追従した事務執行型の体制から、自ら
政策を立案実践する政策形成型の行政へ変革を図ります。 
 

(3)計画期間 
めまぐるしく変化する社会経済情勢に、よりスピードをもって対応するため、

また、名張市総合計画「理想郷プラン」の前期基本計画や国が要請する「集中
改革プラン」との整合を図るため、計画期間を、平成19年度から平成21年度ま
での3か年とします。 
 

(4)改革の二つの柱  
 

 
地方分権の進展により、市町村が自らの責任において、自らの意思で行政を運

営する真の地方自治を進めていくことが重要となっています。そのために、市民
の皆さんによる自主的・自立的なまちづくりが行える「都市内分権」のシステム
を構築します。都市内分権は、地域分権及び庁内分権により行います。 

 
○地域分権 

これまで、「自治基本条例」の制定や「市民公益活動促進条例」の制定、
「ゆめづくり地域予算制度」の創設など、住民自治を確立させるための新し
いしくみづくりを進めてきました。  
そして、現在では市民やＮＰＯ、企業、団体、行政などの多様な主体が、

対等な関係のもとに連携する社会が形成されつつあり、このような社会を名
張市総合計画「理想郷プラン」の中で、「新しい公」と定義しています。 
現段階では、行政と市民、民間等の役割分担の考え方が整理されておらず、

今後、これを整理したうえで、共に「公」を担っていく「新しい公」を確立
し、市民が多様なサービス主体から質の高い公共サービスを受けることが可
能となる社会を築きます。 
また、そういった社会において、市民のニーズにきめ細かく応えていくこ

とができるのは、市民に一番近いそれぞれの地域であることから、地域が主
体となって、地域の特色を活かし、「自分たちの住むまちのことは、自分た
ちが責任を持って決める」といったまちづくりを行う必要があります。 
そして、重要となるのは、市民が、目標を達成することができる権限を持

つこと、すなわち「地域分権」を行うことであり、地域が権限を持つ中で、
「新しい公」を構築することが必要です。 

都市内分権の推進  
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○庁内分権 
「自治基本条例」や「市民公益活動促進条例」の制定、「ゆめづくり地域

予算制度」の創設により、住民自治を確立させるための新しいしくみづくり
を進めてきたのと並行し、地域振興推進チームを組織し、地域が主体となっ
たまちづくりの取組を支援してきました。  
「新しい公」という社会において、地域分権により、地域が、自己決定・

自己責任のもと、主体的にまちづくりを行う中では、市民の身近なところで
の行政の意思決定や、行政と地域との役割分担、行政組織のあり方、権限と
責任の明確化などを整理していかなければなりません。 
今後、行政と地域が、一体となって、地域の課題を地域で解決していくた

めに、行政の分権化を進めていく必要があります。 
※ここでいう「地域」は、区・自治会、地域づくり委員会、又は、ＮＰＯ・各種
団体、企業など多様な主体を表します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後、さらに厳しい財政状況が予測される中で、限られた財源を有効活用し、

最少の経費で最大の効果を挙げるためには、徹底した合理化を進め、行政コスト
の抑制を行わなければなりません。  
また、施策については、「あれもこれも」行うのではなく、「選択と集中」を図

る必要があります。  
自治体が責任を持って行わなければならない行政サービスは何か、そして、そ

れ以外のサービスについては、その必要性や公益と負担のあり方、費用対効果を
含め、様々な主体がどのように担っていくのかについて十分な検討・協議を進め、
その結果、必要なサービスを最も適切な主体が担っていくような姿にしていくこ
とが必要です。そのために、行政評価制度や目標管理制度を中心とした行財政運

効率・効果的な自治体運営の推進  

 

「私」の領域 
 

行政の領域 

「新しい公」の領域 

・民営化、民間委託 

・協働事業 

・ボランティア活動 

   など 

「新しい公」のイメージ 

「私」の責任 行政の責任 

※ 「新しい公」の領域は、区・自治会、地域づくり委員会、又は、ＮＰＯ・各種団体、企業

など多様な主体が担います。この領域を、都市内分権により拡大していきます。 
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営マネジメント・サイクルの中で、全ての事務事業を「市民の視点」「経営の視
点」から見直します。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5)改革すべきは人なり 
 
 
「新しい公」においては、行政・市民・企業は、互いに対等の関係であること

を認識するとともに、「公」は行政が担うという固定観念やそれぞれの過去のモ
ノサシから脱却する必要があります。 
行政の側は、市民と協働し、地域の力を引き出すことを念頭におき、市民ニー

ズに対する意識、コスト感覚、適正な決定を行える判断能力などを磨くことが求
められます。 
市民の側には、自分たちの住むまちは自分たちでつくるという自主自立の意識

の醸成や行動が求められ、企業にも地域に貢献しようとする意識や活動が求めら
れます。 
そのために、職員に対しては、市民との協働の重要性の認識を深め、地域分権、

庁内分権の取組を行うとともに、地域のまちづくり活動への積極的な参加を促進
します。 
また、市民や企業に対しては、地域づくりへの参画意識を高め、地域づくりを

支える人材を育成し、地域の自治力を高めていきます。 
改革を行うのは、人であることから、それぞれの意識が変わらなければ改革は

進みません。 
 
 

行政評価 

 

 

行財政運営の 

マネジメント・サイクル

 Ａｃｔｉｏｎ 
（改善・改革） 

総合計画

予算執行

組織機構

人員配置

行政改革 
予算編成

市民参画・協働 

業務の目的は？ 

達成目標は？ 

目標の達成に向け、 

効果的・効率的に実施 
目標の達成状況は？ 

悪かった点は？ 

改革改善できる点は？ 

環境変化はないか？ 

目標管理 
 Ｃｈｅｃｋ 
（評価） 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

Ｄｏ 

（実施） 

意識改革  
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(6)改革内容 
 
ア 改革項目 

理念及び目標に基づき、改革の二つの柱に基本項目及び具体的改革項目を
定め改革に取り組みます。 

 
①改革基本項目 

   
二つの柱 基本項目 

(1)地域協働の推進 

(2)地域の自立の促進と市民活動の推進 

１．都市内分権の推進 

(3)民間活力の導入 

(1)職員・組織の改革 

(2)公正の確保と透明性の向上 

(3)行財政運営システムの構築 

(4)行財政運営の効率化 

２．効率・効果的な自治体

運営の推進 

(5)財政の健全化 

 
②具体的改革項目 

基本項目に基づき、具体的な改革項目を定め、改革方針、目標、目標期
日、所管室を明らかにします。また、第１次プログラムの項目を検証し、
実施できなかったものや引き続き実施することが必要なものを、改革項目
に掲げ取り組みます。 
※13 ページから 18 ページに一覧表を掲載しています。 
 

③改革項目実施計画表 
個々の項目について、具体的な改革を進めるための 
・現状と問題 
・改革の具体的内容 
・年度別計画 
・目標（数値等） 
を明らかにする改革項目実施計画表を作成します。 

 
 
イ 財政健全化との一体的な取組 

「２．さらなる改革の必要性 (2)厳しい財政状況」（5ページ）で述べて
いるように、基金の残高が少なくなり、それに頼ることができない中、現状
のまま何ら財源対策を講じない場合、計画期間中の財源不足額は、21億円と
見込まれ、また、経常経費の増加などにより、財政構造の悪化が予想されま
す。将来にわたり、足腰の強い自主自立の自治体を確立するためには、まず、
この財政構造を健全なものにしなければなりません。 
このため、次の三つの財政の健全化の目標を設定し、改革に取り組みます。 
この目標は、今後の社会経済情勢や国の三位一体改革の動向などが不透明
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なこと、また、市にあっては、市立病院の経営状況が厳しいものになってい
ることなどにより、随時見直し、対応していくものとします。 
 
①計画期間中の財源不足見込額（21 億円）を解消 
②経常収支比率を 90％以下に改善 
③実質公債費比率 18％未満を視野に入れた計画的な起債発行 

 
【①、②】 

改革基本項目「２．効率・効果的な自治体運営の推進 (5)財政の健全
化」の中で、次の項目を設定し、これらの取組みにより、財源不足見込
額（21億円）の解消を図るとともに、財政構造の硬直化を示す指標であ
る経常収支比率を90％以下に改善することを目標とします。 
（財源確保策） 
・税収入等の確保  30,000千円 
・未利用財産の売却促進及び資産の有償貸付 60,000千円 
・受益者負担の適正化 600,000千円 

（支出抑制・削減策） 
・人件費の抑制 450,000千円 
・内部事務管理経費の削減 60,000千円 
・事務事業、補助金・負担金の見直し 900,000千円 

※取組みの詳細は、17ページ・18ページに、経常収支比率の過去の実
績は、3ページに掲載しています。 

 
【③】  

財源不足を補うために安易に起債を発行すれば、財政構造の硬直化に
つながり、また将来につけをまわすことになります。 
このため、実質公債費比率について 18％未満を維持することを視野

に入れ、計画的な起債発行を行います。 
 
◆実質公債費比率とは？  

起債制限比率の算定対象である公債費に、公営企業の公債費への繰出しや一

部事務組合の公債費への負担金など、公債費類似経費を加えて算定する、起債

制限のために新設された指標。平成 17 年度決算から用いられています。 

この指標が、18％以上になると地方債発行に許可が必要となり、25％以上に

なると地方債発行が制限されます。市では、平成 17 年度で 17％となっていま

す。 
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第２次市政一新プログラム 改革項目一覧表 

 
※所管室等欄中下線は改革を主に担当する所管を示す。 

１．都市内分権の推進 

基本項目 (1)地域協働の推進 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①多様な主体と

の協働のしく

みづくり 

（「新しい公」

の推進） 

市民、地域、NPO、企業な

ど 多 様 な 主 体 と の 協 働

（＝新しい公）による公

共領域をともに担うしく

みづくりを行う。 

公共領域における役

割分担の確立 

22 年 

3 月 

「新しい公」

推 進 プ ロジ

ェ ク ト チー

ム 

②地域の人材活

用 

団塊の世代など社会で
様々なスキルを身につけ
た貴重な人材が、「地域
力」向上のために活躍で
きるような環境を整え
る。 

事業メニューの提案 20 年 

3 月 

ま ち づ くり

推進室 

③地域づくり委

員会等団体の

連携 

地域づくり委員会、区長

会の役割分担や地域とテ

ーマ別団体の連携の推進

を図る。 

･地域予算制度と区長

制度を見直し、整合

を図る 

･行政に対する地域窓

口の一本化 

21 年 

3 月 

ま ち づ くり

推進室 

④都市内分権に

対応した組織

づくり 

協働を進めるうえでの行

政組織の見直しを行う。 

地域と関わる横断的

な組織･機構の構築 

20 年 

4 月 

行 政 改 革推

進室 

 

 

 

 

１．都市内分権の推進 

基本項目 (2)地域の自立の促進と市民活動の推進 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①市民活動の推

進 

市民主体で、企業、行政

が連携した運営の仕組み

づくりを行い、市民活動

の支援を一層充実する。 

①市民活動センター

の市民運営実現 

②活動団体の登録制

の導入 

③市民フォーラムの

開催（コミュニティ

ビジネス等） 

①22 年 

3 月 

②20 年 

3 月 

③20 年 

3 月 

ま ち づ くり

推進室 
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１．都市内分権の推進 

基本項目 (3)民間活力の導入 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①指定管理者制

度導入推進 

施設管理運営について、指

定管理者制度導入を推進

する。 

制度導入可能施設の

調査及び導入 

22 年 

3 月 

行 政 改 革推

進室 

施設所管室 

②一般事務の民

間委託推進 

一般事務について、市場化

テストの活用も検討し、民

間委託を推進する。 

市場化テスト導入に

向けての指針の策定 

20 年 

3 月 

行 政 改 革推

進室 

③ごみ収集業務

の民間委託推

進 

ごみ収集業務の民間委託

化を進める。 

退職者不補充とし、不

足人員分を民間委託

する。21 年度末まで

に収集車 3 台分を民

間委託する 

22 年 

3 月 

伊 賀 南 部環

境 衛 生 組合

総 務 室  業

務室 

④保育所民営化 

 

「保育所民営化に関する

基本方針」に基づき、民営

化を進める。 

毎年１園ずつ民営化

を進める 

22 年 

3 月 

子 育 て 支援

室 

 

 

 

 

２．効率・効果的な自治体運営の推進 

基本項目 (1)職員・組織の改革 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①職員数の適正

化 

 

「名張市定員適正化計画」

の推進及び次期計画の策

定。 

18 年 4 月 1 日の職員

数 815 人を 22 年 4 月

1 日に 757 人に削減す

るとともに、次期計画

を策定 

22 年 

3 月 

人事研修室 

②人事管理の適

正化 

 

人事院勧告や国・県の動向

を視野に入れ、人事管理の

適正化を図る。 

人事考課制度を導入 20 年 

3 月 

人事研修室 

③給与制度の見

直し 

給 与 水 準 の 適 正 化 や 能

力・実績を重視した給与体

系への転換及び諸手当の

見直しを行う。 

人 事 考 課 制 度 を 昇

格・昇給制度に効果的

に反映できる制度を

確立 

22 年 

1 月 

人事研修室 

④職員の意識改

革 

職員の意識改革の推進、一

案一新運動の見直しを行

う。 

・一案一新運動の見直

し及び定期的実施 

・意識改革研修の実施 

随時 

実施 

行 政 改 革 推

進室 

人事研修室  

⑤人材の育成 

 

人材育成を推進し、社会情

勢の変化に対応できる職

員を育成する。 

人材育成基本方針を

基にした実施計画を

策定し、研修を実施 

随時 

実施 

人事研修室 
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⑥総合窓口の開

設・充実 

 

ワンストップサービスの

拡充を図る。 

旅券申請の窓口サー

ビス、証明書等自動交

付機の設置拡大、相談

業務の拡充など、市民

サービスの向上を図

る 

(開設) 

19 年 

6 月 

(拡充) 

21 年 

3 月 

市民政策室 

行 政 改 革 推

進室 

 

 

 

２．効率・効果的な自治体運営の推進 

基本項目 (2)公正の確保と透明性の向上 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①情報公開の徹

底 

情報公開制度を一層充実

し、公平、公正で透明性の

ある行政運営を図る。 

市民への情報公開制

度の周知、インターネ

ットを利用した情報

公開の検討 

22 年 

3 月 

市 民 情 報 相

談センター 

②考査制度の導

入 

外部評価や市民の意見を

事業の改善・見直しにつな

げ、効果的かつ効率的な市

政を推進し、住民満足度の

向上を図る。 

考査委員会の設置を

軸とした外部評価制

度の導入 

19 年 

10 月 

行 政 改 革 推

進室 

③市民と行政の

約束制度見直

し 

窓口アンケートなど第三

者評価も行いながら、取組

みを検証し、より発展的な

ものに見直す。 

室目標の設定 19 年 

7 月 

行 政 改 革 推

進室 

 

 

２．効率・効果的な自治体運営の推進 

基本項目 (3)行財政運営システムの構築 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①行財政マネジ

メントサイク

ル構築 

行政評価、目標管理、考査

制度、予算編成を連動させ

たマネジメントサイクル

を構築する。 

①マネジメントサイ

クルの導入 

②検証、定着 

①20 年 

3 月 

②22 年 

3 月 

行 政 改 革 推

進室 

総 合 企 画 政

策室 

財政経営室 

②公会計整備 発生主義の活用及び複式

簿記の考え方の導入を図

り、地方公共団体単体及び

関連団体等も含む連結ベ

ースで、貸借対照表、行政

コスト計算書、資金収支計

算書、純資産変動計算書の

４表の整備を行う。 

４表の作成と公表 21 年 

10 月 

財政経営室 
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③資産・債務適

正管理 

資産・債務に関する情報開

示を行うとともに、市債の

発行を抑制し、債務の適正

管理を行う。 

資産に関する情報開

示の方法を確立 

市債の発行抑制 

20 年 

3 月 

管財室 

財政経営室 

行 政 財 産 所

管室 

 

 

 

２．効率・効果的な自治体運営の推進 

基本項目 (4)行財政運営の効率化 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①就学前教育・

保育の推進 

就学前教育・保育や子育て

支援のあり方を検証し、効

果的な幼稚園・保育所運営

を行うという観点から、幼

保一元化を含めた新たな

幼保の関係づくりを推進

する。 

幼稚園・保育所の連

携及び一元化の推進 

21 年 

3 月 

学務管理室 

学校教育室 

子 育 て 支 援

室 

②学校の統廃合

及び校区再編

の推進 

児童生徒数の減少に伴い、

学校の適正規模、適正配置

に向けた、統廃合を含む校

区の再編成を推進する。 

(仮称)校区再編方針

の策定・推進 

22 年 

3 月 

学務管理室 

学校教育室 

③ノンストップ

サービス推進 

電子申請、電子入札の導

入。 

・申請行為の電子化 

・電子入札等の入札

契約方式を構築 

22 年 

3 月 

情報政策室 

契約検査室 

④統合型地理情

報システムの

構築 

地図データを整備し、庁内

で情報を共有し、市民にも

情報提供を行うことがで

きる統合型地理情報シス

テムの構築に向けて検討

を行う。 

デジタル地図を利用

するための統合型地

理 情 報 シ ス テ ム

（GIS）の構築 

21 年 

3 月 

情報政策室 

⑤土地開発公社

の経営改善 

経営健全化計画に基づき、

取組みを進める。 

17 年度末保有土地簿

価総額約 48 億円を約

26 億円に縮減 

22 年 

3 月 

土 地 開 発 公

社（管財室） 

⑥社会福祉協議

会の経営改善 

経営改善方針の策定や経

営マネジメント体制の構

築に向けて支援を行う。 

経営改善方針の実施

による経営基盤の強

化 

22 年 
3 月 

健 康 福 祉 政

策室 

⑦社会教育振興

会の経営改善 

事業運営の民間委託など

自立型運営に向けた改革

方針に基づく取組みに対

し、支援を行う。 

民間活力導入による

組織・施設・事業の

効率的・効果的な運

営の推進支援 

22 年 

3 月 

 

文化振興室 

⑧病院の経営改

善 

 

新たな改革改善計画を策

定し、長期的展望に立った

経営改革を行う。 

純医業収支の改善 22 年 
3 月 

市 立 病 院 事

務局経営室 
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⑨看護専門学校

の経営改善 

地域医療への寄与という

観点も踏まえつつ、効率的

な運営形態について検討

する。 

効率的運営方針策定 20 年 
3 月 

市 立 病 院 事

務局経営室 

看 護 専 門 学

校 教 務 庶 務

室 

 

 

 

２．効率・効果的な自治体運営の推進 

基本項目 (5)財政の健全化 

項 目 改革方針 目 標 目標期日 所管室等 

①税収入等確保 税源移譲などによる市民

税の変化など、市税全般に

わたり、市民に対する説明

責任を的確に果たし、職員

の専門性を高めながら、簡

素で効率的な組織体制を

目指し、市税等の収納率の

向上を図る。又、目的税な

どを検討する。 

有料広告を導入し、収入を

確保する。 

①市税現年課税分の

収納率 

H19：98.2％ 

H21：98.4％ 

②有料広告の導入 

①22年 

3 月 

②19 年 

4 月 

収納室 

行 政 改 革 推

進室 

②未利用財産売

却促進及び資

産有償貸付 

普通財産及び土地開発基

金に属する土地、未利用行

政財産及び土地開発公社

保有の公有用地の利活用

の推進を図る。 

①未利用地利活用推

進方策策定 

②未利用地面積 

・行政財産 

 9.2ha⇒3.2ha 

・普通財産及び土地

開発基金財産 

 3.2ha⇒1.6ha 

・公社公有用地 

 14.3ha⇒10.3ha 

①19 年 

9 月 

②22 年 

3 月 

未 利 用 財 産

利 活 用 推 進

プ ロ ジ ェ ク

トチーム 

③受益者負担適

正化 

使用料、手数料等の見直し

やごみ収集の有料化。 

受益と負担の見直し 

収入確保（18年度比） 

19年度 120,000千円 

以後、前年度以上の収入

を確保 

20 年 

3 月 

財政経営室 

関係室 

④人件費抑制 職員給与等の見直し。 人件費を 3 年間で 4

億 5 千万円抑制 

22 年 

3 月 

人事研修室 

⑤内部事務管理

経費削減 

内部事務管理経費を見直

し削減を図る。 

削減(18 年度比) 

19年度20,000千円 

以後、前年度以上の削減

を実施 

20 年 

3 月 

財政経営室 
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⑥事務事業、補

助金・負担金

見直し 

事務事業、補助金・負担金

を見直す。 

削減(18 年度比) 

19年度260,000千円 

以後、前年度以上の削減

を実施 

20 年 

3 月 

 

財政経営室 

 
 
 
 
 
(7)推進体制 
 改革を内部で進行管理し、市民の声や評価を受けるため、引き続き、市政一
新市民会議、市政一新本部、市政一新委員会のもとで計画を推進します。 
 また、実施計画は必要に応じ改革項目の追加等を行い、改革の推進状況は、
広く市民に公開します。 

 
（改革推進体制） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
革
指
示･

報
告

第２次プログラムにによよるる改改革革推推進進   

市政一新本部  
本部長 ：市長  

 副本部長：副市長  
 本部員 ：庁議構成員  
 事務局 ：行政改革推進室

    改革推進・実施  

市政一新市民会議  
  市民代表  
各団体代表 学識経験者  
公募委員  

  事務局：行政改革推進室  
      改革推進・評価

 
論議

推進

情報共有  
論   議  
 
 
 
 
パブリックコ

メント  
市 民 会 議

公開  
出前 トーク

等  

議会
・  
市民

情報共有  
論   議  
意識改革  
 
 
 
LAN利用  
提案制度  
できることか  
らはじめよう  
「一案一新  
   運動」  
庁内トーク 
     等  

庁内  
職員  

市政一新委員会
委員長：副市長  
副委員長：行財政改革担当部長  
委 員：各部より選出  
事務局：行政改革推進室  

改革の具体的な

実施内容につい

て協議検討  

各  担  当  所  属  

指
示

報
告

改革推進各チーム  

指
示

報
告
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４．集中改革プランとしての位置づけ 

総務省は、平成17年3月29日付けの「地方公共団体における行政改革の推進
のための新たな指針（新地方行革指針）」において、新たな行政改革大綱等の
策定又は従来の行政改革大綱の見直しと、行政改革大綱に基づき具体的な取組
を集中的に実施するため、次に掲げる事項を中心に平成17年度を起点とし、お
おむね平成21年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画（集
中改革プラン）を平成17年度中に策定・公表することを求めました。 
<集中改革プランに掲げる事項> 
① 事務・事業の再編・整理、廃止・統合 
② 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。） 
③ 定員管理の適正化 
④ 手当の総点検をはじめとする給与の適正化（給料表の運用、退職手当、
特殊勤務手当等諸手当の見直し等） 

⑤ 第三セクターの見直し 
⑥ 経費節減等の財政効果 
⑦ その他 
 
市では、これらの事項は、新地方行革指針が示される前より、第１次プログ

ラムに盛り込み実施していたことから、第１次プログラムを市の集中改革プラ
ンと位置付けました。 
この第２次プログラムについても、同様に市の集中改革プランと位置付ける

ものとします。 
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理念・目標 

◆第１次プログラムから第２次プログラムへの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自
主
自
立
の
自
治
体 

協
働 

効
率 
自
立

市
民
の
幸
せ 

改 善 か ら

革新･一新へ  

○ガラス張り市政  

○ニュー･パブリック･マネジメントの導入

○シティズンズチャーター 

(基本的な考え方) (基本的取組) 

第１次プログラム 

(継承) 

第２次プログラム  

二つの柱を設定  

(ⅰ )都市内分権（地域分権・

庁内分権）の推進 
(ⅱ)効率・効果的な自治体運営の

推進 

第１ステージ 

（H15～H18） 

第２ステージ 

（H19～H21） 
改革進化 

 人 

（意識改革） 


